
目

次

告

示

△

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設

置
許
可
申
請
の
概
要

(

環
境
対
策
室)

…
…
…
一

△

広
島
県
と
三
次
市
と
の
間
に
お
け
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
等

事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

障
害
者
支
援
室)

…
…
…
六

△

広
島
県
と
世
羅
郡
世
羅
町
と
の
間
に
お
け
る
特
別
児
童
扶
養
手
当

認
定
等
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

〃

)

…
…
…
六

△

広
島
県
と
江
田
島
市
と
の
間
に
お
け
る
漁
港
管
理
事
務
の
事
務
委

託
に
関
す
る
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(
漁
港
漁
場
整
備
室)

…
…
…
七

(

以
上
三
件
県
法
規
登
載)

△

公
共
測
量
の
終
了(

三
件)

(

土
木
建
築
総
務
室)

…
…
…
七

△

道
路
の
区
域
決
定

(

道
路
保
全
室)

…
…
…
七

△

道
路
の
区
域
変
更

(

〃

)

…
…
…
八

△

都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

(

下
水
道
室)
…
…
…
八

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
八

△

争
議
行
為
の
予
告

(

労
働
福
祉
室)

…
…
…
九

△

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

(

地
域
産
業
振
興
室)

…
…
…
九

△

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
県
の
意
見(

二
件)

(

〃

)

…
…
…
九

△

土
地
改
良
区
合
併
の
認
可

(

土
地
改
良
室)

…
…
…
九

△

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
室)

…
…
一
〇

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

一
〇

監
査
委
員
公
表

△

三
月
例
月
出
納
検
査
の
結
果

一
〇

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

特
定
施
設
の
設
置
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

二

申
請
の
内
容

特
定
施
設

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施
設
一
一
基
、
六
八
の
二

ハ

入
浴
施
設
七
基
を
新
設
し
、
六

八
の
二

ロ

洗
浄
施
設
一
基
、
六
八
の
二

ハ

一
基
の
構
造
を
変
更
す
る
。
ま
た
、
六
八
の
二

ハ

入
浴
施
設
を
二
基
廃
止
す
る
。

ま
た
、
汚
水
等
の
水
質
を
変
更
し
、
排
水
口
№
一
を
廃
止
す
る
。
排
水
口
№
二
を
雨
水
専
用
か
ら
処
理

水
及
び
雨
水
を
排
出
す
る
排
水
口
と
す
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
排
水
口
№
二
の
水
量
及
び
水
質
を
変
更
す

る
。

１

特
定
施
設
の
種
類
能
力
及
び
使
用
の
方
法

(

そ
の
一)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平成18年 4月 6日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 2号

1

工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

三
原
市
小
泉
町
四
二
四
五

医
療
法
人

仁
康
会

小
泉
病
院

三
原
市
小
泉
町
四
二
四
五

医
療
法
人

仁
康
会

理
事
長

谷
本

雄
謙

工 期 等 能

力

主

要

寸

法

(

単
位
・
メ
ー
ト
ル)

型

式

種

類

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

洗
濯
物
量
一
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 縦
〇
・
九
×
横
〇
・
六
四

×
高
さ
〇
・
〇
八
五

洗
濯
機
パ
ン

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設(

Ｄ
四
Ｆ
ー
Ｗ
Ｓ
一

洗

濯
室)����� 洗

濯
物
量
一
五
キ
ロ
グ
ラ

ム 同
上

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設(

Ｄ
五
Ｆ
ー
Ｗ
Ｓ
二

洗

濯
室)

(定期)

定

第 ２６

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



(

そ
の
二)

(

そ
の
三)

平成18年 4月 6日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 2号

2

使 用 の 方 法

汚
水
等
の
排
出
先

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(
単

位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

排出される汚水等の汚染状態 使
用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(

使
用
の
季
節
的
変
動)

大
腸
菌
群
数(

単
位
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
個)

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

合
併
処
理
浄
化
槽

〇
・
五

五
〇
、
〇
〇

〇

八
六
〇

七
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

五
・
八
〜

八
・
六

通

常

八
時
間
断
続
使
用

(

な
し)

一

一
〇
〇
、
〇

〇
〇

一
六

一
二
〇

一
二
〇

二
八
〇

二
八
〇

五
・
八
〜

八
・
六

最

大 �������������
同
上

�������������
工 期 等 能

力

主

要

寸

法

(

単
位
・
メ
ー
ト
ル)

型

式

種

類

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

洗
濯
物
量
一
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 縦
〇
・
九
×
横
〇
・
六
四

×
高
さ
〇
・
〇
八
五

洗
濯
機
パ
ン

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設

三
基

(

Ｄ
一
Ｆ
ー
Ｓ
Ｐ
ー
八
、

Ａ
四
Ｆ
ー
Ｓ
Ｐ
ー
一
三

洗
面
所
、
Ｃ
一
Ｆ
ー
Ｓ
Ｐ

ー
一
四

洗
濯
室)��������� 縦

一
・
七
×
横
〇
・
七
五

×
高
さ
〇
・
一
二

洗
濯
機
置
き
場

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設(
Ｄ
三
Ｆ
ー
Ｓ
Ｐ
ー
九

洗
濯
室)

使 用 の 方 法

汚
水
等
の
排
出
先

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単

位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

排出される汚水等の汚染状態 使
用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(

使
用
の
季
節
的
変
動)

大
腸
菌
群
数(

単
位
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
個)

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

合
併
処
理
浄
化
槽

各
〇
・
五

五
〇
、
〇
〇

〇

八
六
〇

七
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

五
・
八
〜

八
・
六

通

常

八
時
間
断
続
使
用

(

な
し)

各
一

一
〇
〇
、
〇

〇
〇

一
六

一
二
〇

一
二
〇

二
八
〇

二
八
〇

五
・
八
〜

八
・
六

最

大

同
上

〇
・
五

��������

同
上

�������

通

常

����

一

最

大

工 期 等 能

力

主

要

寸

法

(

単
位
・
メ
ー
ト
ル)

型

式

種

類

項

目

使
用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(
使
用
の
季
節
的
変
動)

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

五
・
八
〜

八
・
六

通

常

八
時
間
断
続
使
用

(

な
し)

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

洗
濯
物
量
一
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 縦
一
・
六
×
横
〇
・
六
四

×
高
さ
〇
・
〇
八
五

洗
濯
機
置
き
場

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設(

Ａ
三
Ｆ
ー
Ｓ
Ｐ
ー
一
〇

シ
ャ
ワ
ー
室)

五
・
八
〜

八
・
六

最

大 ���������������� 縦
一
・
五
×
横
〇
・
八
二

×
高
さ
〇
・
一
三

同
上

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設(

Ａ
三
Ｆ
ー
Ｓ
Ｐ
ー
一
一

洗
面
所)

(定期)



(

そ
の
四)

(

そ
の
五)

平成18年 4月 6日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 2号

3

使 用 の 方 法

汚
水
等
の
排
出
先

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単

位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

排出される汚水等の汚染状態

大
腸
菌
群
数(
単
位
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
個)

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

合
併
処
理
浄
化
槽

〇
・
五

五
〇
、
〇
〇

〇

八
六
〇

六
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

一

一
〇
〇
、
〇

〇
〇

一
六

一
二
〇

一
二
〇

二
八
〇

二
八
〇�����

同
上

�������������
方 法 工 期 等 能

力

主

要

寸

法

(

単
位
・
メ
ー
ト
ル)

型

式

種

類

る汚水等の汚染状態

項

目

使
用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(

使
用
の
季
節
的
変
動)

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

六
〇

六
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

五
・
八
〜

八
・
六

通

常

八
時
間
断
続
使
用

(

な
し)

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

洗
濯
物
量
一
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 縦
二
×
横
〇
・
七
×
高
さ

〇
・
一
四

洗
濯
機
置
場

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設(
Ａ
四
Ｆ
ー
Ｓ
Ｐ
ー
一
二

便
所)

一
二
〇

一
二
〇

二
八
〇

二
八
〇

五
・
八
〜

八
・
六

最

大�
七
〇

���
同
上

��
通

常

九
時
間
断
続
使
用

(

な
し)

���
同
上

�� 最
大
排
水
量
〇
・
五
立
方

メ
ー
ト
ル

縦
〇
・
五
〇
八
×
横
〇
・

六
六
×
高
さ
〇
・
四
八
五

汚
物
流
し

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設(

Ａ
四
Ｆ
ー
Ｗ
ー
六

洗

面
所)

一
二
〇

最

大

使 用 の

汚
水
等
の
排
出
先

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単

位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

排出され

大
腸
菌
群
数(

単
位
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
個)

燐

含

有

量

合
併
処
理
浄
化
槽

〇
・
五

五
〇
、
〇
〇

〇

八

一

一
〇
〇
、
〇

〇
〇

一
六

同
上

〇
・
三

�

同
上

���

一

使 用 の 方 法 工 期 等 能

力

主

要

寸

法

(

単
位
・
メ
ー
ト
ル)

型

式

種

類

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単

位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

排出される汚水等の汚染状態

項

目

使
用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(

使
用
の
季
節
的
変
動)

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

大
腸
菌
群
数(

単
位
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
個)

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

〇
・
五

五
〇
、
〇
〇

〇

八
六
〇

六
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

五
・
八
〜

八
・
六

通

常

八
時
間
断
続
使
用

(

な
し)

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

洗
濯
物
量
一
〇
キ
ロ
グ
ラ

ム 縦
〇
・
九
×
横
〇
・
九
×

高
さ
〇
・
一
四

洗
濯
機
置
場

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設(

Ｃ
二
Ｆ
ー
Ｓ
Ｐ
ー
一
五

シ
ャ
ワ
ー
室)

一

一
〇
〇
、
〇

〇
〇

一
六

一
二
〇

一
二
〇

二
八
〇

二
八
〇

五
・
八
〜

八
・
六

最

大

各
〇
・
五

五
〇
、
〇
〇

〇

八
六
〇

四
〇

四
〇

七
〇

五
・
八
〜

八
・
六

通

常

七
時
間
断
続
使
用

(

な
し)

���

同
上

�� 入
浴
者
数
一
名

縦
〇
・
九
×
横
〇
・
六
×

高
さ
〇
・
五
五

ユ
ニ
ッ
ト
バ
ス

六
八
の
二

ハ

入
浴
施

設

六
基

(

Ｄ
一
Ｆ
ー
Ｂ
一
、
Ｄ
二

Ｆ
ー
Ｂ
二
、
Ｄ
二
Ｆ
ー
Ｂ

三
、
Ｄ
三
Ｆ
ー
Ｂ
四
、
Ｄ

三
Ｆ
ー
Ｂ
六
、
Ｃ
二
Ｆ
ー

Ｂ
九)

各
一

一
〇
〇
、
〇

〇
〇

一
六

一
二
〇

六
〇

六
〇

一
〇
〇

五
・
八
〜

八
・
六

最

大

(定期)



(
そ
の
六)

(

そ
の
七)

(

そ
の
八)

(

そ
の
九)
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汚
水
等
の
排
出
先

合
併
処
理
浄
化
槽

同
上

使 用 の 方 法 工 期 等 能

力

主

要

寸

法
(

単
位
・
メ
ー
ト
ル)

型

式

種

類

汚
水
等
の
排
出
先

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単
位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

排出される汚水等の汚染状態 使
用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(

使
用
の
季
節
的
変
動)

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

大
腸
菌
群
数(

単
位
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
個)

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

合
併
処
理
浄
化
槽

〇
・
五

五
〇
、
〇
〇
〇 八

六
〇

四
〇

四
〇

七
〇

五
・
八
〜
八
・
六

通

常

七
時
間
断
続
使
用

(

な
し)

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

入
浴
者
数
一
名

縦
〇
・
九
五
×
横
〇
・
六
×
高
さ
〇
・
五
五

ポ
リ
バ
ス

六
八
の
二

ハ

入
浴
施
設

(

Ｄ
三
Ｆ
ー
Ｂ
五)

一

一
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
六

一
二
〇

六
〇

六
〇

一
〇
〇

五
・
八
〜
八
・
六

最

大

種

類

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設((

Ｆ)

ー
三
Ｆ

洗
浄

施
設) 変

更

前

六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設((

Ｆ)

ー
三
Ｆ

洗
濯

室) 変

更

後

主

要

寸

法

(

単
位
・
メ
ー
ト
ル)

工 期 等

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

縦
四
×
横
九
×
高
さ
二
・

七 ���

既
設

��

縦
四
×
横
三
・
六
×
高
さ

二
・
七

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

使用の
方 法 工 期 等 能

力

主

要

寸

法

(

単
位
・
メ
ー
ト
ル)

種

類

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単
位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

八
・
二

���

既
設

�� 入
浴
者
数
五
〇
名

縦
三
・
七
×
横
一
・
六
七

×
高
さ
〇
・
八
五

六
八
の
二

ハ

入
浴
施

設(

二
Ｆ
浴
場
⑰(

Ｄ))

変

更

前

一
〇
・
七

三
・
三

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

入
浴
者
数
二
〇
名

縦
四
・
六
×
横
二
・
五
×

高
さ
二
・
五

同
上 変

更

後
四
・
二

工 期 等 種

類

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日���

既
設

�� 六
八
の
二

ロ

洗
浄
施

設

一
〇
基

変

更

前

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

同
上 変

更

後

使用の方法

排出される汚水
等の汚染状態

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

通

常

最

大

八
六
〇

通

常

一
六

一
二
〇

最

大

(定期)



(

そ
の
一
〇)

３

排
出
水
の
汚
染
状
態

(

そ
の
一)

排
水
口
№
一

廃
止

(

そ
の
二)
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5

工 期 等 種

類

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日���
既
設

�� 六
八
の
二

ハ

入
浴
施

設

一
二
基

(

入
浴
施
設
五
基
、
浴
場

四
室
、
浴
室
三
室)

変

更

前

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

同
上 変

更

後

排
水
口
名

化
学
的
酸
素
要
求
量

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

項

目

通

常

変

更

前

最

大

一
五

一
五

五
・
八
〜

八
・
六

通

常

変

更

後二
〇

二
〇

五
・
八
〜

八
・
六

最

大

使用の方法

排出される汚水
等の汚染状態

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

項

目単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

通

常

最

大

八
六
〇

通

常

一
六

一
二
〇

最

大

排水口№２

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(
単
位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

大
腸
菌
群
数

(

単
位
・
一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
に
つ
き
個)

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

〇

〇

二
四
五 〇

四
・
五

三
〇

二
五

三
二
〇

三
、
〇
〇
〇

一
二

九
〇

四
〇

(定期)

２

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

(

合
併
処
理
浄
化
槽)

用 の 方 法 工 期 等

処理前処理後の
汚水等の汚染状態

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

項

目
単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

通

常

処

理

前

���
既
設

��
変

更

前

最

大

通

常

処

理

後

最

大

八
六
〇

通

常

処

理

前

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に 変

更

後

一
六

一
二
〇

最

大

四
・
五

三
〇

通

常

処

理

後
一
二

九
〇

最

大

使

汚
水
等
の
排
出
先

排
水
口
№
一

排
水
口
№
二



三

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
四
月
六
日
か
ら

平
成
十
八
年
四
月
二
十
六
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

広
島
県
環
境
部
環
境
対
策
局
環
境
対
策
室
、
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
環
境
管
理
課
及

び
三
原
市
市
民
生
活
部
生
活
環
境
課

広
島
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

広
島
県
と
三
次
市
と
の
間
に
お
け
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
等
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約
を
次

の
よ
う
に
定
め
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
と
三
次
市
と
の
間
に
お
け
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
等
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す

る
規
約

(

委
託
事
務
の
範
囲)

第
一
条

広
島
県

(

以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

昭
和

三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号)

に
基
づ
き
知
事
が
行
う
特
別
児
童
扶
養
手
当

(

以
下

｢

手
当｣

と

い
う
。)

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
三
次
市
に
住
所
地
を
有
す
る
者
に
係
る
も
の

(

以
下

｢

委

託
事
務｣

と
い
う
。)

を
三
次
市

(

以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
受
給
資
格
及
び
手
当
の
額
の
認
定

二

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
受
給
資
格
及
び
手
当
の
額
の
再
認
定

三

法
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
支
給
の
制
限

四

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
不
支
給

五

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
一
時
差
止
め

六

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
払
手
当
の
支
払
に
係
る
請
求
の
受
理
及
び
支
払
通
知

七

法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
扶
養
手
当
法

(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号)

第

八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
額
の
改
定

八

法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
等
の
実
施

九

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
等
の
要
求

十

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
債
権
発
生
の
通
知

(

経
費
の
負
担
及
び
予
算
の
執
行)

第
二
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
す
べ
て
甲
の
負
担
と
し
、
甲
は
あ
ら
か
じ
め
、

こ
れ
を
乙
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
額
及
び
交
付
の
時
期
は
、
甲
及
び
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
三
条

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
は
、
乙
の
歳
入
歳
出
予
算

に
お
い
て
分
別
し
て
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

乙
は
、
各
年
度
に
お
い
て
翌
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
実

績
報
告
書
を
甲
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

決
算
の
場
合
の
措
置)

第
五
条

乙
は
、
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
決
算
の
要
領
を
住
民
に
公
表
し
た
と
き
は
、
当
該
決
算
の
う
ち
委
託
事
務
に
関
す
る
部
分
を
、
甲
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(

そ
の
他)

第
六
条

前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
委
託
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
及
び
乙
が
協
議

し
て
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

委
託
事
務
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
予
算
の
執
行
は
、

廃
止
の
日
を
も
っ
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
乙
が
こ
れ
を
決
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
決
算
上
剰
余
金

が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
甲
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
号

広
島
県
と
世
羅
郡
世
羅
町
と
の
間
に
お
け
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
等
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規

約
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
と
世
羅
郡
世
羅
町
と
の
間
に
お
け
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
認
定
等
事
務
の
事
務
委
託

に
関
す
る
規
約

(

委
託
事
務
の
範
囲)

第
一
条

広
島
県

(

以
下

｢

甲｣

と
い
う
。)

は
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

(

昭
和

三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

及
び
国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号)

に
基
づ
き
知
事
が
行
う
特
別
児
童
扶
養
手
当

(

以
下

｢

手
当｣

と

い
う
。)

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
世
羅
郡
世
羅
町
に
住
所
地
を
有
す
る
者
に
係
る
も
の

(

以

下

｢

委
託
事
務｣
と
い
う
。)

を
世
羅
郡
世
羅
町

(

以
下

｢

乙｣

と
い
う
。)

に
委
託
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
受
給
資
格
及
び
手
当
の
額
の
認
定

二

法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
受
給
資
格
及
び
手
当
の
額
の
再
認
定
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三

法
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
支
給
の
制
限

四

法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
不
支
給

五

法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
一
時
差
止
め

六

法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
未
支
払
手
当
の
支
払
に
係
る
請
求
の
受
理
及
び
支
払
通
知

七

法
第
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
児
童
扶
養
手
当
法

(

昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号)

第

八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
額
の
改
定

八

法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
等
の
実
施

九

法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
供
等
の
要
求

十

国
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
債
権
発
生
の
通
知

(

経
費
の
負
担
及
び
予
算
の
執
行)

第
二
条

委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
要
す
る
経
費
は
、
す
べ
て
甲
の
負
担
と
し
、
甲
は
あ
ら
か
じ
め
、

こ
れ
を
乙
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
経
費
の
額
及
び
交
付
の
時
期
は
、
甲
及
び
乙
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
三
条

乙
は
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
収
入
及
び
支
出
に
つ
い
て
は
、
乙
の
歳
入
歳
出
予
算

に
お
い
て
分
別
し
て
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条

乙
は
、
各
年
度
に
お
い
て
翌
年
の
四
月
三
十
日
ま
で
に
、
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
実

績
報
告
書
を
甲
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

決
算
の
場
合
の
措
置)

第
五
条

乙
は
、
地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
決
算
の
要
領
を
住
民
に
公
表
し
た
と
き
は
、
当
該
決
算
の
う
ち
委
託
事
務
に
関
す
る
部
分
を
、
甲
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(

そ
の
他)

第
六
条

前
各
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
託
事
務
の
委
託
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
及
び
乙
が
協
議

し
て
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

委
託
事
務
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
委
託
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
係
る
予
算
の
執
行
は
、

廃
止
の
日
を
も
っ
て
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
乙
が
こ
れ
を
決
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
決
算
上
剰
余
金

が
生
じ
た
場
合
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
甲
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号

広
島
県
と
江
田
島
市
と
の
間
に
お
け
る
漁
港
管
理
事
務
の
事
務
委
託
に
関
す
る
規
約

(

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
施
行)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
条
中

｢

及
び
柿
浦
漁
港｣

を

｢

、
柿
浦
漁
港
、
美
能
漁
港
及
び
深
江
漁
港｣

に
改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
二
号

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
八
百
七
十
六
号
の
告
示
に
係
る
公
共
測
量
が
終
了
し
た
旨
、
広
島
県
尾
三
地

域
事
務
所
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
七
百
十
二
号
の
告
示
に
係
る
公
共
測
量
が
終
了
し
た
旨
、
広
島
県
尾
三
地
域

事
務
所
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

平
成
十
八
年
広
島
県
告
示
第
百
十
五
号
の
告
示
に
係
る
公
共
測
量
が
終
了
し
た
旨
、
広
島
法
務
局
長
か
ら

通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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一
八
九

整
理

番
号

県
道
福
山
上

御
領
線

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

福
山
市
神
辺
町
大
字
下
竹
田
字
郷
戸
二
四

五
四
番
一
地
先
か
ら

福
山
市
神
辺
町
大
字
下
竹
田
字
亀
田
四
九

番
三
地
先
ま
で

区

間

メ
ー
ト
ル

八
・
〇
〇
〜
三

九
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

九
二
二
・
〇
〇

延

長

備

考

(定期)



広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
四
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

三
七
五
号

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

矢
野
安
浦
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
四
年
広

島
県
告
示
第
九
百
五
号
三
次
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
三
次
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

三
次
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

三
次
圏
都
市
計
画
下
水
道
事
業
三
次
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

平
成
十
四
年
広
島
県
告
示
第
九
百
五
号
の
事
業
地
に
、
南
畑
敷
町
を
加
え
る
。

使
用
の
部
分

平
成
十
四
年
広
島
県
告
示
第
九
百
五
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
三
次
町
、
十
日
市
西
一
丁
目
、
十
日
市
東

六
丁
目
、
十
日
市
南
一
丁
目
、
南
畑
敷
町
及
び
南
畑
敷
町
字
堂
山

(

山)

地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更

し
、
同
事
業
地
に
東
酒
屋
町
、
十
日
市
西
二
丁
目
、
十
日
市
西
三
丁
目
、
十
日
市
西
四
丁
目
、
十
日
市
西

五
丁
目
、
十
日
市
南
二
丁
目
、
十
日
市
南
三
丁
目
、
十
日
市
南
四
丁
目
、
十
日
市
南
五
丁
目
、
十
日
市
南

六
丁
目
及
び
十
日
市
南
七
丁
目
を
加
え
る
。

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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東
広
島
市
黒
瀬
町
上
保
田
字
東
畦
二
七
四
番
二
四
地
先
か

ら東
広
島
市
黒
瀬
町
上
保
田
字
天
神
原
四
三
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

九
・
五
〇
〜
四

一
・
〇
〇 メ

ー
ト
ル

七
・
〇
〇
〜
四

一
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

二
一
一
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

二
一
一
・
〇
〇

延

長

拡
幅

県
道
矢
野
安
浦

線
と
一
部
重
複

備

考

東
広
島
市
黒
瀬
町
上
保
田
字
天
神
原
六
二
番
二
地
先
か
ら

東
広
島
市
黒
瀬
町
菅
田
字
天
神
原
四
〇
五
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
七
・
〇
〇
〜

四
五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
五
・
〇
〇
〜

四
五
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

一
二
五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
二
五
・
〇
〇

延

長

拡
幅

県
道
一
般
国
道

三
七
五
号
と
一

部
重
複

備

考

特
定
非
営
利
活
動

法
人
ま
な
び

特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称�

橋

剛

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
広
島
市
安

佐
南
区
八
木
七
丁

目
一
〇
番
五
号

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

こ
の
法
人
は
、
心
身
障
害
者
を
は
じ

め
何
ら
か
の
理
由
で
、
現
状
の
ま
ま

で
は
一
般
就
労
が
困
難
な
人
々
に
対

し
て
、
本
人
の
個
性
や
特
技
に
応
じ

て
職
業
的
知
識
・
技
能
、
対
人
関
係

等
の
習
得
・
向
上
・
改
善
に
関
す
る

事
業
を
行
い
、
自
ら
の
生
命
を
輝
か

し
い
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
努
力
す

る
本
人
の
活
動
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
八
年
三

月
二
四
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

(定期)



労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て

平
成
十
八
年
三
月
二
十
七
日
付
け
で
広
島
交
通
労
働
組
合
執
行
委
員
長
寺
本
博
か
ら
争
議
行
為
を
行
う
旨
、

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

争
議
行
為
の
目
的

賃
金
及
び
臨
時
給
の
引
き
上
げ

二

争
議
行
為
の
日
時

平
成
十
八
年
四
月
七
日
午
前
零
時
か
ら
本
件
の
問
題
解
決
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
を
行
う
場
所

広
島
交
通
労
働
組
合
員
が
従
事
す
る
高
速
仕
業
を
除
く
バ
ス
路
線
及
び
そ
の
他
の
全
職
場

四

争
議
行
為
の
概
要

あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
行
う
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
所
在
地
の
属
す
る
市
か
ら
意
見
が
提
出
さ
れ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
ジ
ュ
ン
テ
ン
ド
ー
吉
田
店

所
在
地

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
字
鯨
多
三
八
九
四
番
地
一
外

二

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

な
し

三

提
出
さ
れ
た
意
見
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

安
芸
高
田
市
産
業
振
興
部
商
工
観
光
課

(

安
芸
高
田
市
吉
田
町
吉
田
七
九
一)

四

提
出
さ
れ
た
意
見
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
四
月
六
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小

売
店
舗
設
置
者
に
対
し
県
は
意
見
を
有
し
な
い
旨
を
通
知
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

デ
オ
デ
オ
海
田
店

所
在
地

安
芸
郡
海
田
町
南
つ
く
も
町
一
三
―
一
八

二

県
の
通
知
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

海
田
町
総
務
部
地
域
振
興
課

(

安
芸
郡
海
田
町
上
市
一
四
番
一
八
号)

三

県
の
通
知
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
四
月
六
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
県
は
意
見
を
有
し
な
い
旨
を
通
知
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ゆ
め
タ
ウ
ン
江
能

所
在
地

江
田
島
市
大
柿
町
飛
渡
瀬
一
八
〇
番
地
外

二

県
の
通
知
の
縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

江
田
島
市
商
工
観
光
課

(

江
田
島
市
能
美
町
中
町
四
八
五
九
番
地
九)

三

県
の
通
知
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

期
間

平
成
十
八
年
四
月
六
日
か
ら
平
成
十
八
年
五
月
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

２

時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
三
次
市
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古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

土
地
改
良
区
、
三
次
市
君
田
町
土
地
改
良
区
、
三
次
市
布
野
町
土
地
改
良
区
、
三
次
市
作
木
町
土
地
改
良
区
、

三
次
市
三
良
坂
町
土
地
改
良
区
、
三
次
市
吉
舎
町
土
地
改
良
区
、
三
次
市
三
和
町
土
地
改
良
区
、
三
次
市
甲

奴
町
広
定
土
地
改
良
区
の
合
併
を
平
成
十
八
年
四
月
一
日
認
可
し
た
。

な
お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
不
服
と
し
て
、
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

定
款
を
変
更
し
合
併
後
も
存
続
す
る
土
地
改
良
区

三
次
市
土
地
改
良
区

解
散
す
る
土
地
改
良
区

三
次
市
君
田
町
土
地
改
良
区

〃

三
次
市
布
野
町
土
地
改
良
区

〃

三
次
市
作
木
町
土
地
改
良
区

〃

三
次
市
三
良
坂
町
土
地
改
良
区

〃

三
次
市
吉
舎
町
土
地
改
良
区

〃

三
次
市
三
和
町
土
地
改
良
区

〃

三
次
市
甲
奴
町
広
定
土
地
改
良
区

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

東
広
島
市
西
条
町
寺
家
字
尾
形
七
九
七
四
番
、
七
九
七
五
番

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
広
島
市
西
条
中
央
八
丁
目
二
七
番
一
一
号

本
城

哲
彦

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

府
中
市
桜
が
丘
三
丁
目
三
番
一
か
ら
三
番
六
ま
で

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

府
中
市
本
山
町
五
三
〇
番
地
の
二
一
四

ヒ
ロ
ボ
ー
株
式
会
社

取
締
役
社
長

松
坂

敬
太
郎

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

26号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
４
月
６
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

監監監

査査査

委委委

員員員

公公公

表表表

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
に
実
施
し
た
例
月
出
納
検
査
の
結
果
を
別
紙
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
六
日

広
島
県
監
査
委
員

坪

川�
巳

同

田

辺

直

史

同�
橋

義

則

同

近

光

章
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5S
1227

6P
0062

検
定

番
号

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
４
月
６
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

回
胴
式
遊
技

機 ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｆ
Ｊ

002

Ｃ
Ｒ
マ
ツ

ケ
ン
サ
ン

バ
Ⅱ
Ｆ
１

型
式
名

同
上

株
式
会
社
藤
商
事

代
表
取
締
役
松
元
邦
夫

(大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
内

本
町
一
丁
目
１
番
４
号
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



前 月 末 保 管 額 本 月 受 額 本 月 払 額 本 月 末 保 管 額

3,557,354,819 1,296,124,262 1,295,047,020 3,558,432,061

前 月 末 現 在 額 本 月 受 額 本 月 払 額 本 月 末 現 在 額

138,498,757,944 2,871,821,546 235,600,000 141,134,979,490

区 分 予 算 額
本 月 分 累 計 収 入 済 額 と

支 出 済 額 と
の差 (累計)収 入 済 額 支 出 済 額 収 入 済 額 支 出 済 額

一 般 会 計 1,044,493,338,950 42,630,770,498 57,070,196,448 774,421,449,170 690,118,041,012 84,303,408,158

特 別 会 計 216,680,016,000 2,274,603,424 2,095,821,126 111,126,550,508 103,820,857,733 7,305,692,775

合 計 1,261,173,354,950 44,905,373,922 59,166,017,574 885,547,999,678 793,938,898,745 91,609,100,933

３ 月 例 月 出 納 検 査 の 結 果

平成18年３月24日執行

１ 歳計現金� 歳入歳出外現金及び基金に属する現金

平成18年２月28日現在における平成17年度一般会計・各特別会計�歳入歳出外現金及び基金の状況は次のとおりで�
現金出納事務は適正に行われ�正確であると認めた｡� 一般会計及び特別会計

(単位�円)
� 歳入歳出外現金 (単位�円)� 基 金 (単位�円)

２ 公営企業会計

平成18年２月28日現在における平成17年度の病院事業会計�工業用水道事業会計�土地造成事業会計及び水道用水供
給事業会計の資金収支の状況は次のとおりで�現金出納事務は適正に行われ�正確であると認めた｡

(単位�円)

平成18年 4月 6日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第６２２２号(定期)

区 分
前 月 か ら の

繰 越 額 � 本 月 分 累 計 翌 月 へ の
繰 越 額
(Ａ＋Ｂ－Ｃ)収 入 額 � 支 出 額 � 収 入 額 支 出 額

病 院
事業会計

351,509,179 2,168,154,432 2,183,163,486 31,067,616,828 30,878,683,833 336,500,125

工 業 用 水 道
事業会計

4,196,687,639 208,776,212 147,611,013 2,735,013,896 3,527,853,077 4,257,852,838

土 地 造 成
事業会計

6,653,148,071 68,870,082 89,686,726 8,277,894,172 6,518,897,557 6,632,331,427

水道用水供給
事業会計

10,873,611,182 1,812,803,042 874,838,913 22,457,059,782 22,060,484,509 11,811,575,311

企 業 局 計 21,723,446,892 2,090,449,336 1,112,136,652 33,469,967,850 32,107,235,143 22,701,759,576

合 計 22,074,956,071 4,258,603,768 3,295,300,138 64,537,584,678 62,985,918,976 23,038,259,701


